
議案第１１号 

八幡浜市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

令和７年２月２５日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

八幡浜市職員退職手当支給条例（平成１７年条例第４９号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれに対

応するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

  

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに

定めるもののほか、第１項又は第３項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者で次

の各号の規定に該当するものに対しては、当該各

号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法

の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、

就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給

の条件に従い支給する。 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに

定めるもののほか、第１項又は第３項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者で次

の各号の規定に該当するものに対しては、当該各

号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法

の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、

就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給

の条件に従い支給する。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第

５６条の３第３項に規定する就業促進手当の

額に相当する金額 

(4) 職業に就いたもの    雇用保険法第

５６条の３第３項に規定する就業促進手当の

額に相当する金額 

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略） 

１２・１３ （略） １２・１３ （略） 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給が

あったときは、第１項、第３項又は第１１項の規

定の適用については、雇用保険法第５６条の３

第１項第１号に該当する者に係る就業促進手当

について同条第４項の規定により基本手当を支

給したものとみなされる日数に相当する日数分

の第１項又は第３項の規定による退職手当の支

給があったものとみなす。 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給が

あったときは、第１項、第３項又は第１１項の規

定の適用については、次の各号に掲げる退職手

当ごとに、当該各号に定める        

                     

                  日数分

の第１項又は第３項の規定による退職手当の支

給があったものとみなす。 

 (1) 雇用保険法第５６条の３第１項第１号イ

に該当する者に係る就業促進手当に相当する



退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数

に相当する日数 

 (2) 雇用保険法第５６条の３第１項第１号ロ

に該当する者に係る就業促進手当に相当する

退職手当 当該就業促進手当について同条第

５項の規定により基本手当を支給したものと

みなされる日数に相当する日数 

１５～１７ （略） １５～１７ （略） 

  

附 則 附 則 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平

成１５年法律第１１２号）附則別表  の上欄に

掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員と

して在職する者が、同法附則第４条の規定により

引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１項に

規定する国立大学法人及び同条第３項に規定す

る大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。）の

職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職

員として在籍した後引き続いて職員となった場

合におけるその者の退職手当の算定の基礎とな

る勤続期間の計算については、その者の国立大学

法人等の職員としての引き続いた在職期間を職

員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し、その者が国立大学法人等を退職したことによ

り退職手当（これに相当する給付を含む。）の支

給を受けているときは、この限りでない。 

７ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平

成１５年法律第１１２号）附則別表第１の上欄に

掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員と

して在職する者が、同法附則第４条の規定により

引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１項に

規定する国立大学法人及び同条第３項に規定す

る大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。）の

職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職

員として在籍した後引き続いて職員となつた場

合におけるその者の退職手当の算定の基礎とな

る勤続期間の計算については、その者の国立大学

法人等の職員としての引き続いた在職期間を職

員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し、その者が国立大学法人等を退職したことによ

り退職手当（これに相当する給付を含む。）の支

給を受けているときは、この限りでない。 

８ 旧機関の職員が、第７条第５項の規定する事

由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続

いて職員として在職した後引き続いて国立大学

法人等の職員となった場合において、その者の職

員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退

職手当の支給の基準（国立大学法人法第３５条の

２において準用する独立行政法人通則法（平成１

１年法律第１０３号）第５０条の１０第２項に規

定する基準をいう。）により、当該国立大学法人

等の職員としての勤続期間に通算されることに

定められているときは、この条例の規定による退

職手当は支給しない。 

８ 旧機関の職員が、第７条第５項の規定する事

由によつて引き続いて職員となり、かつ、引き続

いて職員として在職した後引き続いて国立大学

法人等の職員となった場合において、その者の職

員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退

職手当の支給の基準（国立大学法人法第３５条 

 において準用する独立行政法人通則法（平成１

１年法律第１０３号）第５０条の１０第２項に規

定する基準をいう。）により、当該国立大学法人

等の職員としての勤続期間に通算されることに

定められているときは、この条例の規定による退

職手当は支給しない。 

９ （略） ９ （略） 

（基本手当に相当する退職手当に係る給付日数

の延長に関する暫定措置） 

（基本手当に相当する退職手当に係る給付日数

の延長に関する暫定措置） 

１０ 令和９年３月３１日以前に退職した職員に

対する第１０条第１０項の規定の適用について

は、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「 

１０ 令和７年３月３１日以前に退職した職員に

対する第１０条第１０項の規定の適用について

は、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困難

な者であって、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定

める者に該当し、かつ、市長が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に規定

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困難

な者であって、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定

める者に該当し、かつ、市長が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に規定



する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの 

する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの 

」とあるのは「 」とあるのは「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困難

な者であって、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定

める者に該当し、かつ、市長が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に規定

する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困難

な者であって、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定

める者に該当し、かつ、市長が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に規定

する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５

条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、

市長が同法第２４条の２第１項に規定する

指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であると認め

たもの（アに掲げる者を除く。） 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５

条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、

市長が同法第２４条の２第１項に規定する

指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であると認め

たもの（アに掲げる者を除く。） 

」とする。 」とする。 

１１～２１ （略） １１～２１ （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。 

 ⑴ 附則第７項及び第８項の改正規定 公布の日 

 ⑵ 第１０条第１１項第４号及び第１４項並びに附則第１０項の改正規定並

びに次項の規定 令和７年４月１日 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の八幡浜市職員退職手当支給条例第１０条第１１項

（第４号に係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合を含む。）の

規定は、退職職員（八幡浜市職員退職手当支給条例第２条第１項に規定する

職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下こ

の項において同じ。）であって前項第２号に定める日（以下この項において「施

行日」という。）以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員で

あって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手

当の支給については、なお従前の例による。  

 

 



提案理由 

国家公務員退職手当法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うため。 


